
７ いじめ防止についての基本的な考え方と家庭へのお願い 
令和２年４月 

 

 
①いじめの定義 

    「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人

的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

  ②いじめ防止等に向けての基本理念 

  本校では子どもたち一人ひとりや保護者のニーズに寄り添いながら、基礎学力の定着や規範意識の醸

成などを中心とした教育活動を進めている。社会のルールを守り安全で安心した学校や学級の風土を確

立し、基礎・基本を定着させることで自信をつけ、自己有用感を高めていくことが、「いじめ」の未然防

止につながると考える。「いじめ」を見逃さない体制を一層強化し、早期発見・早期対応にあたれるよう

更なる教職員の意識の高まりや資質の向上を目指し、学校全体で「いじめ防止」に取り組んでいきた

い。 

 
① 委員会の構成   

・構成員は、学校長、副校長、教務主任、児童支援専任教諭、各学年担当、養護教諭とする。必要に応じ

て心理や福祉等の専門家の参加を求める。 

② 委員会の運営   

・学校いじめ防止対策委員会は、毎月定例開催する。校長は、いじめの疑いがある段階で直ちに臨時学校

いじめ防止対策員会を開催する。当該委員会は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議

録を作成・保管し、進捗の管理を行う。 

③ 委員会の活動内容 

・未然防止、早期発見・事案対処、取組の検証を行う。 

    ※「今宿小学校いじめ防止基本方針」は、今宿小学校ホームページに記載されております。 

 

 

・お子さんの様子でお気づきの点はすぐ学校にお知らせください。 

・スマートフォン、ネットの環境を整えてください。 

１ いじめ防止に向けた学校の考え方    

２ 「学校いじめ防止対策委員会」の設置 

３ ご家庭へのお願い 


